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オープンカウンター方式による見積依頼の公示

令和５年１２月１１日

支出負担行為担当官

大分地方法務局長 松 村 亮

１ 見積依頼に付する事項

(1) 件名

大分地方法務局日田支局空調補給水ポンプユニット更新工事

(2) 業務内容

請書及び仕様書のとおり

(3) 工期

契約締結日から令和６年３月３１日まで

(4) 工事場所

請書及び仕様書のとおり

２ 参加資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）

第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

同意を得ている者は、予決令第７０条における特別の理由がある場合に該当す

る。

(2) 本工事の業種区分（管工事）において、法務省の令和５・６年度における建

設工事に係るＡ、Ｂ又はＣ等級の一般競争参加者の資格の認定を受けているこ

と（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が

別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

(3) 管工事に係る主任技術者となり得る資格を有する者を当該工事に配置するこ

とができること。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記２(2)の再認定を受けた

者を除く。）でないこと。

(5) 見積書提出までの期間に、平成７年１月２３日付け法務省営第１９１号会計

課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」
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に基づく指名停止を受けていないこと。

(6) 見積書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本

関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場

合を除く。）。

(7) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるもの

として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当

であると認めていないこと。

(8) 法務省が発注した工事について、予決令第８５条に基づく調査基準価格を下

回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が６５点未満である場合

には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公

告の日までの期間が１か月を経過していること。

(9) 見積依頼説明書等の交付を受けた者であること。

３ 契約条項を示す場所及び問合せ先

〒８７０－８５１３ 大分市荷揚町７番５号（大分法務総合庁舎４階）

大分地方法務局会計課施設係（担当：松江）

電話 ０９７－５３２－３３２５

４ 見積依頼説明書等の配布期間及び配布場所

(1) 配布期間

令和５年１２月１１日（月）から同年１２月２５日（月）までの午前９時か

ら午後５時１５分までとする。

ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に

規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く。

(2) 配布場所

前記３のとおり

５ 事前提出書類の提出方法、提出場所及び提出期限等

(1) 提出書類

ア 見積書 １部

イ 「令和５・６年度の法務省一般競争参加資格に係る資格決定通知書」の写

し １部

ウ 契約の相手方として不適当な者及び契約の相手方として不適当な行為をす

る者でない者であることを証する「誓約書（役員名簿含む）」 １部

エ 前記２(3)における法定資格者であることを証明する書類の写し １部

(2) 提出方法

持参又は郵送により行うものとする。ただし、郵送する場合は、書留郵便に

より、後記(4)の期限までに必着で送付すること。

(3) 提出場所

前記３のとおり
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(4) 提出期限

令和５年１２月２５日（月）午後５時１５分まで

(5) 工事箇所の調査

見積書提出に当たり、必ず、事前に法務局職員に連絡した上で、工事箇所を

調査し、工事内容を確認すること。

６ 本件に関する問合せ

令和５年１２月２５日（月）午後５時１５分までとする。ただし、休日を除く。

７ 説明会の日時及び場所

説明会等は行わない。ただし、前記４(1)の期間に、前記３の場所において、随

時説明を行う。

８ 見積合わせの日時及び場所

日時 令和５年１２月２６日（火）午後２時

場所 大分市荷揚町７番５号 大分地方法務局会計課

９ 契約の相手方の決定方法

予決令第９９条の５の規定に基づいて決定した予定価格の制限の範囲内で、最

低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。

10 契約保証金の納付

免除する。

11 契約書等作成の要否

契約書の作成は要しないが、別添請書（案）に基づき、請書を作成する。

12 その他

(1) 都合により見積合わせを取りやめることがある。

(2) 使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量

法（平成４年法律第５１号）による。

(3) 詳細は、見積依頼説明書、大分地方法務局オープンカウンター方式実施要領、

請書及び仕様書による。

以 上


